
例   言

この統計年報は、統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく「港湾調査規則」（昭和２

６年運輸省令第１３号）により、川崎港と内外諸港との間に出入りした船舶及び貨物を関

係者の協力を得て、調査・集計した結果を収録したものです。さらに、港湾法（昭和２５

年法律第２１８号）第１２条第１項第７号における調査結果についても収録しています。

１ 調査区域は港湾区域内とし、この区域に出入りした船舶及び貨物を調査しました。

２ 船舶データは、荷役の有無にかかわらず総トン数５トン以上の入港船舶（非自航はし

けを除く）を集計しています。

３ 貨物データは、船舶及び非自航はしけにより運搬された海上出入貨物をすべて集計し

ています。

４ 品種分類は、港湾統計に用いる分類表によります。

５ 貨物数量は、原則としてフレート・トンによります。すなわち、容量は 1,133 立方メ
ートル（40立方フィート）、重量は 1,000キログラムをもって１トンとし、容量又は重
量のいずれか大きい方をもって計算することを原則としています。ただし、この原則

によらない貨物は慣習によります。

６ 外貿貨物とは、川崎港と外国の港との間で直接出入りのあった貨物をいいます。

７ 内貿貨物とは、川崎港と国内の港との間で直接出入りのあった貨物をいいます。

８ 仕向港はその貨物の最初の船卸港、仕出港はその貨物の最終の船積港としています。

９ 統計計上の時期は、船舶の入港月で集計しています。

10 数字の単位未満は四捨五入しているので、合計の数字と内訳の数字が一致しない場合
があります。

11 統計表上の符号の用法は次のとおりです。

「―」皆無または該当数値なし

「＊」内数または比較数値なし

「＊＊＊＊＊＊＊＊」10倍以上の比較数値
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